
　

移
住
・
定
住
人
口
の
増
加
お
よ
び
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
子
育
て
・

若
年
夫
婦
世
帯
に
よ
る
住
宅
取
得
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　

少
子
化
対
策
の
強
化
や
、
若
い
世
代
の
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
し
新
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、

新
し
い
生
活
を
始
め
る
新
婚
夫
婦
に
対
し
て
、
新
生
活
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
か
か
る
費
用
を

補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
費
用

　

結
婚
を
機
に
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
２
月
26
日
ま
で
に
か
か
っ
た
次
の
費
用

　

①
新
た
に
住
宅
を
取
得
し
た
費
用

　

②
住
宅
の
機
能
の
維
持
ま
た
は
向
上
を
図
る
た
め
に
行
う
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用

　

③
新
た
に
貸
借
し
た
住
居
の
賃
料(

敷
金
、
礼
金
、
共
益
費
、
仲
介
手
数
料
含
む)

　

④
引
越
業
者
ま
た
は
運
送
業
者
に
よ
る
引
越
費
用

補
助
対
象
者

　
・
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
２
月
26
日
の
間
に
婚
姻
届
を
提
出
し
、
受
理
さ
れ
た

　
　

日
の
年
齢
が
夫
婦
と
も
に
39
歳
以
下
の
夫
婦

　

・
令
和
７
年
の
夫
婦
所
得
額
が
５
０
０
万
円
以
下

　

※

そ
の
他
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

※

予
算
に
達
し
次
第
終
了
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

補
助
額

　
夫
婦
と
も
に
29
歳
以
下　

上
限
60
万
円

　

夫
婦
と
も
に
39
歳
以
下　

上
限
30
万
円

申
請
期
限

　

令
和
９
年
２
月
26
日(

金)

ま
で

　

申
請
前
に
、
必
ず
地
域
防
災
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
書
類

　

申
請
書
の
ほ
か
、
補
助
を
受
け
る
費
用
に
よ
り
必
要
な
添
付
書
類
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象
費
用

　

住
宅
の
新
築
、
建
替
え
お
よ
び
新
築
住
宅
の
購
入
に
係
る
経
費

補
助
対
象
者

　
中
井
町
に
定
住
す
る
目
的
で
、
住
宅
の
新
築
、
建
替
え
ま
た
は
新
築
住

宅
の
購
入
を
す
る
子
育
て
世
帯(※

１)
お
よ
び
若
年
夫
婦
世
帯(※

２
｠

　

※

１　

中
学
生
以
下
の
子(

胎
児
含
む)

が
同
居
す
る
世
帯

　

※

２　

婚
姻
届
が
受
理
さ
れ
た
夫
婦
で
、
夫
婦
の
い
ず
れ
か
が
40
歳
未

　

満
で
あ
る
世
帯

補
助
額

　
住
宅
取
得
に
要
す
る
工
事
請
負
契
約
ま
た
は
売
買
契
約
に
か
か
る
経
費

　

の
２
分
の
１

申
請
期
限

　

基
準
日
｟
住
宅
の
所
有
権
保
存
登
記
完
了
日
｠
か
ら
１
年
以
内

申
請
に
必
要
な
書
類

　

申
請
書
の
ほ
か
、
必
要
な
添
付
書
類
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
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